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令和３年 第６回阿賀野市農業委員会総会会議録 

 

１ 令和３年第６回阿賀野市農業委員会総会は、令和３年 ６月３０日(水) 午後１時３０分

より、阿賀野市 笹神支所 ４階 議場に招集された。 

 

２ 出席者は次のとおりである。 

   ○農業委員 

 １番 曽 我 憲 司  ２番 渡 辺   隆 ３番 上 松 千 恵 

４番 本 間 多佳子  ５番 皆 川 光 浩  ６番 見尾田 正 行 

 ７番 阿 部 萬紀夫  ８番 齋 藤 瑞 穂 ９番 菅 井   茂 

１０番 渡 邉   悟 １１番 五十嵐 佐 敏 １２番 遠 山   登 

１３番 松 田 昭 悦 １４番 笠 原 尚 美 １５番 栁   壽 一 

１６番 大 堀 哲 男 １７番 小 林 章 男 １８番 相 馬 重 男 

１９番 小 嶋   覚   

   ○推進委員 

 １番 渡 邉   聡 ２番 加 藤 卓 也  ３番 辻   繁 雄 

４番 中 村 孝 幸 ５番 宮 嶋 市 郎 ６番 能㔟山 嘉 雄 

 ７番 羽 田 正 栄  ８番 上 松 浩 二 ９番 小 林  司 

１０番 伊 藤 剛 栄 １１番 細 山 徹 也 １２番 長谷川 政 男 

１３番 松 﨑   学 １４番 青 木   等 １５番 蕪 木   緑 

 

３ 欠席委員   

○農業委員  な し 

 

○推進委員   

１５番 蕪 木   緑 

 

４ 遅参委員   な し 

 

５ 早退委員   な し 

 

６ 会長の命により出席した者 

   事務局長           齋 藤 和 彦 

      次長             木 村 秀 行 

係長             齋 藤   恵 

主幹             山 崎 一 之 

主任             長谷川 幸 太 

 

７ 会議の日程は次のとおりである。 

日程第１  議事録署名委員の指名について 

日程第２  会期の決定について 

日程第３  報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第４  報告第２号 農地法の適用を受けない事実確認証明書の交付について 

日程第５  報告第３号 農地法第５条第１項の事業完了届について 

日程第６  報告第４号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用配分計画の

決定について 
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日程第７  議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

日程第８  議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

日程第９  議案第３号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画の 

決定について 

日程第１０ 議案第４号 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価 

（案）について 

議案第５号 令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）につ 

いて 

日程第１１ そ の 他 

 

８ 審議の結果は次のとおりである。 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（長谷川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定刻となりましたので、ただ今より令和３年６月定例総会を開会いたしま

す。 

 只今の出席委員は、１９名です。定足数に達しております。 

 本日の欠席委員は、おりません。 

 推進委員の欠席は、１５番 蕪木 推進委員の１名です。 

それでは、日程第１ 議事録署名委員を指名いたします。 

２番 渡辺 委員、５番 皆川 委員、６番 見尾田 委員を指名したいと思い

ますが、これにご異議ありませんか。 

 

 （ 「異議なし」の声 ） 

 

 異議なしと認め、議事録署名委員を、 

２番 渡辺 委員、５番 皆川 委員、６番 見尾田 委員にすることに決定し

ました。 

続きまして、日程第２ 会期の決定についてお諮りします。 

 会期については、本日１日限りにしたいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。 

 

 （ 「異議なし」の声 ） 

 

 異議なしと認め、会期を本日１日限りにすることに決定しました。 

 本日の書記は、斎藤 局長、木村 次長、斎藤 係長、山崎 主幹、長谷川 主

任であります。 

 それでは、日程第３ 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通

知について、を議題といたします。  

事務局の説明をお願いします。長谷川 主任、お願いします。 

  

議案書の１ページをご覧ください。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、説明をい

たします。 

議案書の読み上げ方を、貸出人・借受人欄を省略し「受付番号」・「土地の

所在」・「地目」の順に読み上げさせていただきます。 

農用地利用集積計画、使用貸借権設定の解約になります。 

受付番号１０番、外城町（トジョウチョウ）、地目は台帳が田、現況が畑、

地積６７８㎡です。 

契約の内容が平成３１年３月１１日から令和４年３月１０日まで、解約事

由が「転用のため」です。 

解約及び引渡年月日がともに令和３年５月１９日です。 
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議長（小嶋） 

 

 

 

 

委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

事務局 

（長谷川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、説

明を終ります。 

 

 ありがとうございました。 

 事務局の説明が終わりました。 

 報告案件ではありますが、ご質疑がございましたらお願いします。 

よろしいでしょうか。 

 

 （ 「な し」の声 ） 

 

 質疑なしと認めます。 

 ご承知おきをお願いします。 

続きまして、日程第４ 報告第２号 農地法の適用を受けない事実確認証

明書の交付について、を議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。長谷川 主任、お願いします。 

  

２ページをご覧ください。 

報告第２号 農地法の適用を受けない事実確認証明書の交付について、説

明をいたします。 

受付番号４番、申請者は記載のとおりです。 

土地の所在が保田字城下（ジョウシタ）、地目は台帳・現況がともに田、 

面積が２７４㎡です。新地目が山林です。 

申請理由は、申請地は川に隔たれて容易に行くことができず、周囲は山林

で日当たりも悪いので、ずっと耕作されておらず現在は山林状態となってい

ます。農地として復旧するには極めて困難な状態にあり、農地台帳から除外

願いたい為です。 

申請地の確認状況は、令和３年５月２５日に農業委員４名と事務局２名で

確認してまいりました。 

申請地は中山間地に存在する農地で、現地に入る道がなく不耕作となって

おり、現在では雑木が繁茂し山林状態となっています。農地に回復するには

開墾しなければならず現状復旧は著しく困難な状況です。また、農地に復旧

しても周囲が山林で道もなく農地として利用するには困難であることが認

められました。 

農地区分につきましては、申請地は中山間地域に存在する農業公共投資の

対象となっていない小集団の生産性の低い農地であり、甲種農地、第１種農

地、第３種農地のいずれにも該当しない農地であることから、その他の農地

と、判断いたしました。 

場所につきましては、３・４ページの位置図・案内図をご覧ください。 

阿賀野市営 宝珠温泉あかまつ荘から東へ１００ｍほどに位置しており、

周囲は傾斜のある山林で、道路との間には川が流れています。 

５ページには更正図を掲載しております。 

したがいまして、県の通達により事務局長専決による事務処理を行い、証

明書を交付したことを報告いたします。 

 

続きまして、６ページになります。 

受付番号５番、申請者は記載のとおりです。 

土地の所在が土橋字屋敷添（ヤシキゾイ）、地目は台帳・現況がともに田、 

面積が３６㎡です。新地目が山林です。 

申請理由は、申請地は６０年程前より水稲作付しておらず、現在は竹や雑
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議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

委員（上松） 

 

 

 

 

 

 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

委員(菅井) 

 

 

 

 

 

 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

木等が繁茂し山林状態で水田に復旧できないためです。 

申請地の確認状況は、令和３年５月２５日に農業委員４名と事務局２名で

確認してまいりました。 

申請地は土橋集会所の東側に位置しており、圃場整備の際に農地の形状か

ら集落添いに残ったと思われ、長年に渡り不耕作となっていました。 

現在では竹や雑木等が繁茂し、農地に回復することは困難な状況にあり、

仮に農地として復元しても面積や形状、周囲の状況から継続して利用できな

い土地であると確認しました。 

農地区分につきましては、良好な営農条件を備えている概ね１０ｈａ以上

の規模の一団の農地の区域内と判断し、第１種農地となります。 

場所につきましては、７・８ページの位置図・案内図をご覧ください。 

土橋集会所の東側に位置しており、集会所や隣の住宅の防風林の一部分よ

うに見えました。 

９ページには更正図を掲載しております。 

したがいまして、県の通達により事務局長専決による事務処理を行い、証

明書を交付したことを報告いたします。 

 

以上で報告第２号、農地法の適用を受けない事実確認証明書の交付につい

て、説明を終ります。 

 

ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

 この案件につきましては、現地調査を実施しておりますので、現地確認報

告をお願いいたします。 

４番案件について、３番 上松 委員 より、現地確認報告をお願いします。 

 

３番 上松です。 

４番案件の現地確認について、報告いたします。 

先月の２５日に現地確認を行いました。 

現地は、川を隔てた反対側から見てまいりまして、現地へ行くには橋も見

当たらず、行くことさえ困難な状態であり、農地としては無理であると見て

まいりました。 

以上、報告を終わります。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、５番案件について、９番 菅井 委員 より、現地確認報告を

お願いします。 

 

９番 菅井です。 

５番案件について、説明します。 

先月分の現地調査と一緒に確認してきました。 

集落の周りを通っている農道よりも、集落側に地番の農地があります。 

今では、竹林の一部となっており、境部分もわからず、農地に回復するの

は困難な状態と見てまいりました。 

以上です。 

  

ありがとうございました。 

現地確認報告が終わりました。 

報告案件ではありますが、ご質疑がございましたらお願いします。 

よろしいでしょうか。 
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委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

事務局 

（長谷川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

委員（大堀） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（小嶋） 

 

（ 「な し」の声 ） 

 

 質疑なしと認めます。 

 ご承知おきをお願います。 

続きまして、日程第５ 報告第３号 農地法第５条第１項の事業完了届に

ついて、を議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。長谷川 主任、お願いします。 

  

議案書の１０ページをご覧ください。 

報告第３号 農地法第５条第１項の事業完了届について、説明します。 

受付番号７番、転用事業者は記載のとおりです。 

土地の所在が保田字砂山（スナヤマ）、転用面積は４筆で４，４４９㎡、

転用目的は陸砂利採取事業です。 

許可年月日及び許可番号が令和元年１１月２５日、阿農委第５０１０２７

号、完了年月日が令和３年５月２４日です。 

場所につきましては、１１ページ・１２ページの位置図・案内図をご覧く

ださい。 

安田地区、砂山集落営農改善センターの北西側の農地であります。 

１３ページの更正図をご覧ください。申請地を太枠で囲んで表示しており

ます。 

１４ページには土地利用計画図を掲載しております。 

当該地は２５日に現地確認をしてまいりました。埋め戻しを行い表土が入

っている状態でありましたが、畦畔は未設置の状態で、これから設置すると

の事です。どの段階を持って完了とするかは各農業委員会の判断にゆだねら

れておりますので完了とみなしてまいりました。 

過去の実績から見て十分信用のある業者であり、特に問題は無いと判断し

ました。 

 

以上で報告第３号 農地法第５条第１項の事業完了届について、説明を終

ります。 

 

ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

 この案件につきましては、現地調査を実施しておりますので、現地確認報

告をお願いいたします。 

１６番 大堀 委員 より、現地確認報告をお願いします。 

 

１６番 大堀です。 

今回は、砂利採取しているうち、一部完了したということで、現地を見て

まいりました。 

ただ今、事務局が説明したとおり、平らになっており、まだ畦はついてお

りませんが、きれいになっておりました。 

今は、横割りになっておりますが、整地段階では縦割りにするということ

でございます。 

来年の春まで、十分時間はありますので、良い田んぼになると見てまいり

ました。 

以上です。 

 

ありがとうございました。 
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委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（斎藤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

現地確認報告が終わりました。 

報告案件ではありますが、ご質疑がございましたらお願いします。 

よろしいでしょうか。 

 

（ 「な し」の声 ） 

 

 質疑なしと認めます。 

 ご承知おきをお願います。 

ここで、説明員を交代いたします。 

 

－ 説明員  交代  斎藤 係長 － 

 

続きまして、日程第６ 報告第４号 農業経営基盤強化促進法の規定によ

る農用地利用配分計画の決定について、を議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 斎藤 係長、お願いします。 

 

報告第４号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用配分計画

の決定について、報告いたします。 

令和３年５月３１日開催の 定例総会で承認された 農地中間管理権設定

の農地等全３４件、３２５筆、２７２，３０６.１９㎡について、報告しま

す。 

議案書は、１５ぺージからとなります。 

はじめに １５ページ５番から３９ページ２１番、４８ページ３２番から 

５０ページ３４番の案件です。 

土地の所在地、地目、地積、賃貸借料につきましては、農地中間管理権設

定で固定しておりますので、案件ごとの読み上げは省略します。 

令和３年７月３０日、新潟県が公告をすることから、期間の開始は、令和

３年７月３１日、終了及び賃貸借料は各案件固定となっております。 

移転については、１５ページ１番から４番、３９ページ２２番から４７ペ

ージ３１番、移転の理由は、耕作者変更です。 

移転後の開始は、令和３年７月３１日、終了及び賃貸借料は各案件固定と

なっております。 

なお、配分計画の譲受人は、農地中間管理事業 農用地等借受申出 登録者

です。 

 

以上、報告を終ります。 

 

ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

報告案件ではありますが、ご質疑がございましたらお願いします。 

よろしいでしょうか。 

  

（ 「な し」の声 ） 

  

質疑なしと認めます。 

 ご承知おきをお願います。 

ここで、説明員を交代いたします。 

 

－ 説明員  交代  長谷川 主任 － 
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事務局 

（長谷川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、日程第７ 議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許

可申請について、を議題といたします。 

 事務局の説明をお願いします。 長谷川 主任、お願いします。 

 

議案書の５２ページをご覧ください。 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について、説明い

たします。 

今月の申請件数は、所有権移転が３件、使用貸借権設定が２件です。 

初めに所有権移転を説明いたします。 

受付番号８番 飯山新字作場（サクバ）、地目は台帳・現況がともに畑、

地積１０５㎡です。 

譲受・譲渡理由は「経営規模の拡大」と「財産処分」です。  

契約の内容は総額で２１０，０００円の売買による所有権移転で、譲受人

が自宅敷地に隣接する畑を購入するものです。 

受付番号９番 寺社字大正ワン（タイショウワン）、地目は台帳・現況が

ともに田、地積１，００９㎡、これを含めまして合計２筆で２，５１７㎡で

す。 

譲受・譲渡理由は「経営規模の拡大」と「財産処分」です。  

契約の内容は総額で３００，０００円の売買による所有権移転で、申請地

は、譲渡人が管理できないことから売却するもので、今年は作付されていま

せん。 

受付番号１１番 小浮字前島（マエジマ）、地目は台帳・現況がともに田、      

地積２８９㎡です。 

譲受・譲渡理由は「経営規模の拡大」と「財産処分」です。  

契約の内容は総額で３０，０００円の売買による所有権移転で、申請地は

耕作されておらず、譲渡人から譲受人へ貰ってほしいと話があったもので

す。 

 

続きまして、使用貸借権設定になります。 

受付番号１０番、５５ページの１２番はともに農業者年金受給中のため、

１０年間の使用貸借期間が終了することから再設定するものであり説明を

省略いたします。 

 

以上ですが、本議案について、審査基準の全ての項目について、申請書に

記載された内容が、当該審査基準に該当するか否かについて、説明を申し上

げます。 

 最初に、「申請地に小作人がいるかどうか」については、農地基本台帳及

び申請者より該当しないことを確認いたしました。 

 また、譲受人が権利取得後に、「今回取得する全ての農地について耕作さ

れるか」という点については、譲受人からの聴取及び農機具等の所有状況か

ら耕作が行われるものと判断いたしました。 

 次に権利取得後の「農業従事及び効率的な利用」については、通作距離及

び農機具等の所有状況等から、問題はないと判断いたしました。 

「下限面積」については、全ての案件について要件を満たしております。 

また「地域との調和要件」については、地区担当委員からの現地調査結果

でも「許可相当」との報告をいただいております。 

 

 以上で議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について、

説明を終わります。  
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議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（長谷川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。 

これから審議に入ります。 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について、ご質疑

がございましたらお願いいたします。      

よろしいでしょうか。 

 

 （ 「な し」の声 ） 

 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請に

ついて、原案のとおり承認し許可することにご異議ございませんか。 

 

 （ 「異議なし」の声 ） 

 

 異議なしと認めます。 

 従いまして、議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請につ

いて、原案のとおり承認し許可することに決定いたしました。 

 続きまして、日程第８ 議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許

可申請について、を議題といたします。 

 事務局の説明をお願いします。長谷川 主任、お願いします。 

 

５８ページをご覧ください。 

議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、説明い

たします。 

受付番号１２番、賃貸借権設定による一時転用です。 

借り人・貸し人は記載のとおりです。  

土地の所在が寺社字家浦（イエウラ）、地目は台帳、現況がともに田、地

積は２，０１５㎡のうち２９８㎡です。 

転用目的は、福隆寺改築に伴う仮設道路で、資金計画は記載のとおりです。 

工事期間は、令和３年８月１日から令和４年１０月３１日まで、農地区分

は、良好な営農条件を備えている概ね１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区

域内と判断し第１種農地となりますが、一時的な転用であり許可できるもの

です。 

転用事由は、福隆寺の改築にあたり、正面からの大型車両・重機等の出入

りが困難であることから、寺に隣接する申請地に仮設道路を設置し搬入路と

して一時利用するものです。 

場所については５９・６０ページの位置図・案内図をご覧ください。 

安田地区 寺社地内にあります福隆寺の南側の水田になります。 

６１ページの更正図では、申請地を斜線で表示しております。 

６２ページには土地利用計画図を添付しております。盛土し敷き鉄板を敷

いて、境内に工事車両が入れるようにします。 

 

続きまして、６３ページをご覧ください。 

受付番号１３番、所有権移転による永久転用です。 

譲受・譲渡人は記載のとおりです。  

土地の所在が寺社字道下（ミチシタ）、地目は台帳・現況がともに畑、地

積２８５㎡です。 

転用目的は住宅敷地の拡張です。資金計画は記載のとおりです。 

工事期間が令和３年７月１日から令和３年７月３１日まで、農地区分につ

きましては、当該地が水原寺社集落内の住宅が連たんしている区域内にあ
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り、第３種農地と判断しました。許可基準は許可可能であります。 

転用事由は、申請者は自宅敷地が狭く、駐車スペースが不足しており、冬

は雪の捨て場所に不自由しているため、自宅隣地である申請地を購入し、駐

車場及び雪捨て場として利用するものです。 

場所につきましては、６４・６５ページの位置図・案内図をご覧ください。 

旧寺社小学校から北へ２００ｍほどの水原寺社集落内に位置しておりま

す。 

６６ページには更正図に申請地を太枠で囲んで表示しております。 

６７ページも更生図です。道路側に１９．６６㎡の宅地がありまして、そ

の宅地もこのたび一緒に購入する計画です。 

６８ページは土地利用計画図です。図面のとおり申請者自宅敷地の隣地で

ある申請地を購入して自宅敷地を拡張し道路近くに車を２台程度止められ

るように、奥の方は雪捨て場として利用する計画となっております。舗装は

しないという事です。 

 

続ぎまして、６９ページをご覧ください。 

受付番号１４番、所有権移転による永久転用です。 

譲受・譲渡人は記載のとおりです。  

土地の所在が駒林字諏訪原（スワハラ）、地目は台帳・現況がともに畑、

地積７３㎡です。 

転用目的は車庫建築用地、資金計画は記載のとおりです。 

工事期間が令和３年７月１日から令和３年７月３１日まで、農地区分につ

きましては、当該地が駒林集落内の住宅が連たんしている区域内にあり、第

３種農地と判断しました。許可基準は許可可能であります。 

転用事由は、申請者は居住地に車庫を建設するスペースがないため、隣接

地である申請地を購入し車庫を建設するものです。 

この案件につきましては、相馬委員が発見したもので、相馬委員と無断転

用であるため転用申請するよう指導した始末書付きの追認案件であります。 

場所につきましては、７０・７１ページの位置図・案内図をご覧ください。 

県立駒林特別支援学校から北へ４００ｍ程の駒林集落内に位置しており

ます。 

７２ページには更正図に申請地を塗り潰しで表示しております。 

７３ページは土地利用計画図・排水計画図です。 

７４ページは車庫の平面図・立面図です。車が２台入る車庫です。雨水は

駒林川に流します。 

 

続きまして、７５ページになります。 

受付番号１５番、賃貸借権設定による永久転用です。 

借り人・貸し人は記載のとおりです。  

土地の所在が保田字上ノ瀬（カミノセ）、地目は台帳、現況がともに畑、 

地積２５０㎡、これを含めまして合計２筆で７７４㎡です。 

転用目的は、資材置場用地で、資金計画は記載のとおりです。 

工事期間は、許可後から令和３年１２月３１日まで、農地区分は、都市計

画法第８条第１項第１号に規定する用途地域の「準住居地域」に定められて

おり第３種農地となります。許可基準は、許可可能であります。 

転用事由は、申請者は総合建設業を経営しており、かねてより建築資材や

砕石などの保管場所に苦慮しており新たな資材置場を探しておりました。申

請地は現在の資材置場の近隣で、国道よりダンプの乗り入れが可能で重機を

待機させることができ、資材等をまとめて管理できる土地であることから当

該地を借り受けて資材置場として利用するものです。 
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場所については７６・７７ページの位置図・案内図をご覧ください。 

安田地区 国道４９号線の都辺田川に架かる都辺田川橋から北へ１００

ｍ程に位置しております。 

７８ページの更正図では、申請地を太枠で囲んで表示しております。 

７９ページは土地利用計画図、排水計画図を添付しております。 

８０ページには断面図を添付しております。 

 

続きまして、８１ページになります。 

受付番号１６番、所有権移転（売買）による永久転用です。 

譲受人・譲渡人は記載のとおりです。 

受付番号１５番の隣地で１５番と一体利用するものです。 

土地の所在が保田字上ノ瀬（カミノセ）、地積は５筆合計２，１３５㎡で

す。１５番の賃借する土地と合わせて２，９０９㎡の転用になります。 

転用目的は、資材置場用地で、資金計画は記載のとおりです。 

工事期間は、許可後から令和３年１２月３１日まで、農地区分は、都市計

画法第８条第１項第１号に規定する用途地域の「第一種低層住居専用地域」

に定められており第３種農地となります。許可基準は、許可可能であります。 

転用事由は、受付番号１５番と同じで、こちらは購入して資材置場として

利用するものです。 

場所については８２・８３ページの位置図・案内図をご覧ください。 

安田地区 国道４９号線の都辺田川橋から北へ１００ｍ程に位置してお

ります。 

８４ページの更正図では、申請地を太枠で囲んで表示しております。 

８５ページは土地利用計画図、排水計画図を添付しております。 

周囲はＬ型擁壁にて土留めをし、砂利敷きといたします。資材、残土、砕

石置場を設置し、ダンプ・重機を安全に稼働できる通路を設けます。雨水は

溜桝を設置し、既設の排水路へ排水します。 

８６ページには断面図を添付しております。 

 

続きまして、８７ページになります。 

受付番号１７番、所有権移転による永久転用です。 

譲受・譲渡人は記載のとおりです。  

土地の所在が山口町一丁目、地目は台帳が田・現況が畑、地積４７６㎡、

これを含めまして合計３筆で６８１．３０㎡です。 

転用目的はカーポート、駐車場用地で、資金計画は記載のとおりです。 

工事期間が令和３年７月１日から令和３年８月３１日まで、農地区分につ

きましては、当該地が山口町一丁目地内の住宅が連たんしている区域内にあ

り、第３種農地と判断しました。許可基準は許可可能であります。 

転用事由は、申請者は現在、新潟市に住んでいますが、職場が阿賀野市に

あるため、申請地に隣接する中古住宅を購入します。しかし、その敷地に車

庫を建てる場所がないため、申請地を購入してカーポートを建築し、残りは

駐車場として利用するものです。 

転用面積が５００㎡を越えていますが、譲渡人は現在、新発田市に居住し、

実家は空き家となっており、阿賀野市の土地建物を全て処分したいと考えて

いますが、申請地は 近所の農家に「タダでもいらない。」と言われた土地

であり、１筆４７６㎡だけ許可し、２筆２０５㎡が農地として残っても、効

率的な耕作に資する面積や立地条件ではないと考え、譲受人が住宅用地とし

て一体的に使用することはやむを得ないものと判断いたしました。 

 現地は今でも荒れており、農地として残しても荒廃農地となる可能性が極

めて高いと思われます。 
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議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

 

委員（栁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

委員（小林） 

 

 

 

 

 

 

 

議長（小嶋） 

 

場所につきましては、８８・８９ページの位置図・案内図をご覧ください。 

安野小学校から北へ３００ｍほどに位置しており、国道４９号線沿いに越

後桜酒造がありますが、その工場の裏手の住宅が連たんしている区域の一画

になります。 

９０ページには更正図に申請地を太枠で囲んで表示しております。 

９１ページは土地利用計画図です。太枠で囲んでいる箇所が申請地で、そ

の北側は購入する中古住宅が建つ宅地になります。雨水は、敷地内に側溝を

設置し排水路へ流します。 

 ９２ページはカーポートの立面図です。 

 

以上で議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、

説明を終わります。 

 

 ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

 この案件につきましては、現地調査を実施しておりますので、現地確認報

告をお願いいたします。 

１２番案件、１４番案件について、１５番 栁 委員 より、現地確認報告

をお願いします。 

 

１５番 栁です。 

１２番案件から申し上げます。 

今ほど、事務局から説明がありましたが、申請自体の内容には問題はない

わけでありますが、ただ、私が現地で説明を受けたなかで、搬出入路の農道

の狭さ、肩の弱さ、それから６２ページの排水計画図を見ていただきますと、

横に道路が書いてありまして、これは市道だと思うのですが、農道と変わり

ないような状況の舗装道路でありまして、ここに大型クレーンなりが、お寺

の改築材料など大きな物を運んだり、重機など大型車両が出入りすること

に、後で心配するようなことがあるんではなかろうかと思ってきたわけであ

りまして、このことに関して業者にお願いをしてきたわけであります。 

秋口の仕事でもございますから、農作業に支障を来すことがないように、

指導をお願いしたいと思っております。 

続きまして、１４番案件でございますが、今ほど説明もありましたが、俗

にいう完了届の確認のという感じで見てまいりました。 

以上です。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、１３番案件、１５番案件、１６番案件について、 

１７番 小林 委員 より、現地確認報告をお願いします。 

 

１７番 小林です。 

去る２５日に委員の皆さん４名と事務局２名の計６名で確認してきまし

た。 

現地につきましては、事務局から事細かく説明があったとおりでありまし

て、私の方から申し上げることはありませんが、委員の皆さんの慎重なるご

審議をよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、１７番案件について、１６番 大堀 委員 より、現地確認報
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委員 

 

議長（小嶋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（斎藤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告をお願いします。 

 

１６番 大堀です。 

この場所につきましては、９０ページを見ていただくと、１８４９番地の

２に宅地とありますが、ここに建っている住宅も一緒に購入するということ

で、資金計画が高くなっております。 

駐車場として利用するということで、問題ないと見てまいりました。 

以上です。 

  

ありがとうございました。 

現地確認報告が終わりました。 

これから審議に入ります。 

議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、ご質疑

がございましたらお願いいたします。      

よろしいでしょうか。 

 

 （ 「な し」の声 ） 

 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついて、原案のとおり承認し許可することにご異議ございませんか。 

 

 （ 「異議なし」の声 ） 

 

 異議なしと認めます。 

従いまして、議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につ

いて、原案のとおり承認し許可することに決定いたしました。 

 ここで、説明員を交代いたします。 

 

 ─ 説明員  交代  斎藤 係長 ─ 

 

続きまして、日程第９ 議案第３号 農業経営基盤強化促進法の規定によ

る農用地利用集積計画の決定について、を議題といたします。 

 事務局の説明をお願いします。斎藤 係長、お願いします。 

 

 議案第３号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画

の決定について、説明申し上げます。 

では、表紙をご覧ください。 全体の受付状況を申し上げます。 

今月の受付状況は、所有権移転、１件、１筆、３３１．００㎡、使用貸借

権設定、１件、１筆、３３１．００㎡となります。 

      

最初に所有権移転の案件です。  

９３ページをご覧ください。 

譲渡人、譲受人の読み上げは、省略させていただきます。 

なお、譲受人は、あっせん譲受等候補者名簿の登載者です。 

それでは、左より、受付番号、土地の所在地、台帳現況地目、地積、内容

順に申し上げます。 

１番、次郎丸字山下、台帳現況とも畑、３３１㎡ 、１筆を１０ａ当り３

５０，０００円で売買するものです。 
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続きまして、使用貸借権設定の案件です。 

９４ページをご覧下さい。 

１番、次郎丸字山下、台帳現況とも畑、３３１㎡ １筆を令和３年７月１

６日から令和１３年７月１０日まで、新規で設定するものです。 

 

以上ですが、農用地利用集積計画の内容は、農業経営基盤強化促進法第１

８条第３項の要件である「農用地利用集積計画の内容が、基本構想に適合す

るもの」であること 。 

「利用権の設定等を受けた後において、備えるべき要件である農用地のす

べてを効率的に利用して、耕作又は養畜の事業を行うと認められる」こと。 

「農作業に、常時従事すると認められる」こと。 

利用権の設定等を受けた後において、農作業に常時従事すると認められな

い場合の備えるべき要件である「地域の農業者との適切な役割分担の下、継

続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれる」こと。 

利用権を設定する土地について、「関係権利者全ての同意が得られている」 

ことの各要件を満たしていると考えます。 

また、地域との調和要件については、地区担当委員からの現地調査結果で

も、許可相当と報告をいただいております。 

 

以上で、議案第３号 農業経営基盤強化促進法の規定による 農用地利用

集積計画の決定について、説明を終わります。 

 

 ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

これから審議に入ります。議案第３号 農業経営基盤強化促進法の規定に

よる農用地利用集積計画の決定について、ご質疑がございましたらお願いい

たします。 

  よろしいでしょうか。 

 

 （ 「な し」の声 ） 

 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第３号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地

利用集積計画の決定について、原案のとおり承認することにご異議ございま

せんか。 

 

 （ 「異議なし」の声 ） 

 

 異議なしと認めます。 

従いまして、議案第３号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利

用集積計画の決定について、原案のとおり承認することに決定いたしまし

た。 

ここで説明員を交代いたします。 

 

 ─ 説明員  交代  斎藤局長 ─ 

 

 続きまして、日程第１０ 議案第４号 令和２年度の目標及びその達成に

向けた活動の点検・評価（案）について、議案第５号 令和３年度の目標及

びその達成に向けた活動計画（案）について、関連性がありますので、一括

して議題といたします。 
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 事務局の説明をお願いします。斎藤 局長、お願いします。 

 

議案第４号 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

（案）、並びに、議案第５号 令和３年度の目標及びその達成に向けた活動

計画（案）について、ご説明申し上げます。 

議案書は別冊となっております。 

また、一緒にお配りいたしました別冊資料、修正前後の対照表と併せて、

ご覧ください。 

この案件は、４月総会において原案をご承認いただいた後、令和２年度の

目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）につきましては、関係機

関からの意見聴取やパブリックコメントを実施し、併せて、４月総会以降に

把握した数値への修正、そのことに伴う、目標値や文言等の修正を行ったも

のであります。 

今月の総会では、その最終案をご審議いただくため、上程させていただい

たものでございます。 

 

それでは最初に、議案第４号 令和２年度の目標及びその達成に向けた活

動の点検・評価（案）につきましてご説明いたします。 

２ページをご覧ください。 

別冊資料は１ページになります。 

大項目の２「担い手への農地の利用集積・集約化」の項目の２、「令和２

年度の目標及び実績」につきまして修正いたしました。 

担い手から担い手へ集積した面積などを差し引いた集積面積を新たに確

認することができたことから、最終案の数値は、集積面積 ４，１７３ｈａ、

新規集積面積１４０ｈａ、目標値に対する集積率は１００．９７％になりま

した。 

なお、記載項目ではありませんが、農地面積に対する集積率は６６．０１％

となりました。 

併せて、項目の４、「目標に対する評価」でございますが、集積率が６６．

０１％となり、４月総会時点での、６９．７0％と差異が生じましたので、

記載のとおりに文言を修正いたしました。 

 

続きまして、９ページをご覧ください。 

大項目の７「地域農業者等からの主な要望・意見及び対処内容」、でございま

すが、関係機関からやパブリックコメントによるご意見等はなかったことか

ら、空欄のままとなっております。 

 

続きまして、議案第５号 令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計

画（案）につきましてご説明いたします。 

議案書別冊の１０ページをご覧ください。 

別冊資料は２ページになります。 

最初に、大項目の 1「農業委員会の状況」の項目の 1、「農家・農地等の概

要」でございます。  

上段右側の表の認定農業者数、基本構想水準到達者、認定新規就農者及び

中段の表の１行目、耕地面積につきまして、修正したものであります。 

このなかで、耕地面積につきましては、国土調査、圃場整備等に伴う一筆

調査の実施及び農業振興地域の見直しなどが要因となり、面積が増加したも

のであります。 

なお、農林業センサスに基づく記載箇所につきましては、現時点での市町

村単位の公表内容では、全て把握することが出来ないことから、記載箇所間
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の整合性を維持するため、修正は行っておりません。 

 

続きまして、１１ページをご覧ください。 

別冊資料は２ページになります。 

大項目の２「担い手への農地の利用集積・集約化」の項目の１、「現状及

び課題」につきまして修正いたしました。 

管内の農地面積を、耕地面積の修正により６，４５７ｈａに、先ほど議案

第４号でご説明いたしましたとおり、これまでの集積面積を４，１７３ｈａ

に修正した結果、集積率が６４．６３％になったものであります。 

この修正により、項目の２、「令和３年度の目標及び活動計画」につきま

しても修正いたしました。 

別冊資料の３ページをご覧ください。 

集積率を修正したことで、７０％から離れたため、集積率目標を令和２年

度と同じく、令和４年度末時点で７０％とし、このことに合わせて、令和３

年度の新規集積面積目標値を１７４ｈａとすることに、文言等を修正したも

のであります。 

 

続きまして、１２ページをご覧ください。 

資料は３ページ、４ページになります。 

大項目の４「遊休農地に関する措置」及び大項目の５「違反転用への適切

な対応」、共に項目の１、「現状及び課題」につきまして、耕地面積の修正に

併せて、管内の農地面積を６，４５７ｈａに修正したものであります。 

 

４月総会時の原案から修正した箇所は以上のとおりでございます。 

これで、議案第４号及び議案第５号につきまして、説明を終わります。 

ご審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

 これから審議に入ります。議案第４号 令和２年度の目標及びその達成に

向けた活動の点検・評価（案）について、議案第５号 令和３年度の目標及

びその達成に向けた活動計画（案）について、ご質疑がございましたらお願

いいたします。 

よろしいでしょうか。 

 

 （ 「な し」の声 ） 

 

質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第４号 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動

の点検・評価（案）について、議案第５号 令和３年度の目標及びその達成

に向けた活動計画（案）について、原案のとおり承認することにご異議ござ

いませんか。 

  

（ 「異議なし」の声 ） 

 

 異議なしと認めます。従いまして、議案第４号 令和２年度の目標及びそ

の達成に向けた活動の点検・評価（案）について、議案第５号 令和３年度

の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について、原案のとおり承認す

ることに決定いたしました。 

 続きまして、日程第１１ その他について、事務局よりお願いします。 
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 特にございません。 

 

 事務局からは特にないようですが、皆さんの方から何かございませんでし

ょうか。 

 

 （ 「な し」の声 ） 

 

 特にないようですので、以上で、本日の総会の案件の審議はすべて終了い

たしました。ご協力ありがとうございました。 

  

－ １４時２１分終了 － 
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会議の経過を記載して相違ないことを証するためにここに署名する。 

 

 

   令和３年 ６月３０日 

 

 

 

    議事録署名委員   ２番                ㊞ 

 

 

    議事録署名委員   ５番                ㊞ 

 

 

    議事録署名委員   ６番                ㊞ 

 

 

    議 長 

農業委員会長                      ㊞ 


